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研究成果の概要（和文）：近年の安倍政権による「武器輸出三原則」見直しと「防衛整備移転三原則」成立を背
景に、本研究は武器輸出政策の発展をめぐる日独の比較分析をテーマとして展開した。本研究が示したとおり、
新原則は日本防衛産業の国際的展開に加え、日米同盟強化等安全保障の目的がある。またドイツ武器輸出政策に
ついても、NATO加盟と国内企業による圧力の要因を提起し、安全保障戦略としての側面を確認できた。日本では
企業側が不評を懸念し、支援や国家戦略が不十分なままに武器輸出展開を狙う政権に不満を示しており、日本社
会の武器輸出に対する消極姿勢が窺えた。本研究の成果は国際ワークショップ等で報告しており、現在AJIA誌へ
執筆中である。

研究成果の概要（英文）：This research has focused on the recent changes in Japan’s defense 
industry. Established in the 1960s, Japan’s ban on arms exports functioned as a main pillar of its 
postwar pacifism. However, in keeping with Japan’s increasingly active military role, PM Abe lifted
 this ban in 2014 and established the ‘Three Principles on Transfer of Defense Equipment and 
Technology’. To understand the domestic discourse and structural constrains in form of US-security 
relations in deregulating the arms industry, Japan was compared with Germany. This has shown that 
both countries embraced arms exports as national security strategy. Specifically, Japan has promoted
 arms exports to strengthen its regional role vis-a-vis China. Broadly presented at conferences, the
 results of this study have also indicated a lack of a coordinated government strategy to support 
businesses in the arms industry while businesses in Japan fear a tarnished corporate image.   

研究分野： 国際関係論
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１．研究開始当初の背景 
（１）近年の安倍政権による「武器輸出三
原則」の見直しと「防衛整備移転三原則」
の成立を背景に、本研究は、武器輸出政策
の発展をめぐる日独の比較分析をテーマと
して展開した。敗戦直後の非武装化によっ
て、日本と（西）ドイツの軍備産業は解体
された。しかし、冷戦を背景に、両国は再
軍備路線に踏み込み、自衛隊や連邦軍を創
設した。再軍備や欧州と北米間との共通外
交・安全保障政策の展開のもと、ドイツは
1950 年代から武器を輸出し、その規制のた
め 1961 年に武器法を成立させた。他方、日
本は、米国との二国間の安全保障同盟関係
を主軸とした安全保障政策を展開し、1960
年代から 1970 年代にかけて「武器輸出三原
則」を掲げ、武器輸出を大幅に制限した。
冷戦終結を背景に、両国は武器輸出政策の
見直しを行い、それをめぐる議論がとくに
戦後日本における政治上のイデオロギー対
立軸を持続させた（大嶽 1988，Samuels 1994, 
Green 1995）。その結果、ドイツの武器輸出
は 2014 年の時点でアメリカとロシアに続
いて世界の最大武器輸出国にまで発展し、
その多くは中東に提供されている。それと
同時に、日本は「防衛武装移転三原則」を
打ち出し、既存原則と異なる紛争地域を含
んだ諸外国への武器輸出および共同開発を
承認した。日本とドイツにおいて、武器輸
出の管轄は行政機関のみである。とりわけ、
ドイツでは、武器輸出が政府に属する連邦
安全保障委員会と連邦経済技術省および連
邦貨物輸送庁によって管轄され、他方、日
本では、総理大臣官邸に新しく設置された
国家安全保障会議が管轄し、海外との共同
開発や輸出の調整は防衛省外局の「防衛装
備庁」が担当する仕組みとなっている。こ
のような経緯から、ドイツは現在、国際武
器輸出に 5.6％のシェアを占め、米国やロ
シアに次ぎ世界上位の武器輸出大国となっ
た。それに対して日本は、2011 年に至るま
でのシェアは 0.13％未満であり、国内産業
においても 0.8％の割合を占めるに過ぎな
かった（SIPRI 2018）。 
 
（２）日独は双方ともに敗戦を経験し、戦
後、政治的・経済的な復興と国際社会への
復帰という共通した軌跡をもつ。これを背
景に、両国の安全保障政策の発展は、現在
に至るまで国際政治学において数多くの分
析を生み出した。とりわけ、戦後の日独両
国における「反軍国主義の文化」は、国家
安全保障政策の発展に寄与したと指摘され
ている（Berger 1998, Oros 2008）。それに
対して近年、両国とも武器輸出を国家安全
保障政略として展開し、その法制度や管轄
制度は注目の的となりつつある（森本 2014、
Hughes 2017）。しかし、武器輸出の政策変
化が本研究開始当初に十分に検証されたと
は言いがたい。 

 
２．研究の目的 
本研究は、近年の日独の武器輸出政策をめ
ぐって、その方向転換を導いた要因を分析
することを課題とし、両国の冷戦後の国家
安全保障戦略における武器輸出の役割を明
らかにするものである。可能な限り、武器
輸出を管轄する行政機関同士の関係や、防
衛産業の経済団体と行政機関の関係を左右
する要因を追求し、国家安全保障・防衛政
策の決定過程の一側面を明らかにする。 
 
３．研究の方法 
（１）本研究は、安全保障環境の変化や、戦
後の日独における「反軍国主義の文化」、そ
して、国内の経済的利益団体の影響力を包括
的に説明できる分析的折衷主義を適用し、冷
戦後の日本とドイツにおける国家安全保障
戦略としての武器輸出政策の展開を分析す
る。それにより、国際システムと国内政治と
いう二つの視座から安全保障戦略の変化に
伴う制度の発展を左右する要因を突き止め
ることができる。 
（２）定性的研究として、本研究は二段階に
渡って展開した。まず、政府関係などの公式
資料とそれに関する既存研究の分析に加え
て、武器輸出政策の発展を明らかにするため
に日本とドイツにおいて安全保障・防衛政策
の決定過程に携わる官僚や政治家、および経
済界の利益団体やジャーナリストに聞き取
り調査を行った。 
（３）それに基づいて、日独両国における
国家安全保障戦略の展開に着目し、比較政
治学や国際政治学に指摘されてきた日本と
ドイツにおける政治・経済・官僚との緊密
な関係の基にある政策決定過程が武器輸出
の発展に如何なる影響を与えたのかを考察
する。つまり、両国において、経済的利害
の大きい防衛産業部門に関する政策決定過
程における市場や官僚の関係が如何なる状
態にあるのか、また、それに対する議会の
役割をどう考えるべきなのか。 
 
４．研究成果 
（１）2014 年の安倍政権による「武器輸出
三原則」の見直しと「防衛整備移転三原則」
の成立をきっかけに、日本とドイツを取り
巻く冷戦終結後の安全保障環境の変化を外
観し、国際社会における両国の役割をめぐ
る議論と積極的な安全保障政策の展開を分
析した。2010 年、ドイツ連邦大統領ケーラ
ーが、国外においてドイツの国益が侵害さ
れる恐れがある場合、その保護を目的とし
てドイツ連邦軍による軍事介入の必要性を
訴え、2014 年には大統領のガウクをはじめ、
メルケル首相もドイツによる国外での積極
的な安全保障政策をめぐる政治的議論の必
要性を訴えた。他方で、日本では、2013 年
に安倍政権が「積極的平和主義」のもとに
集団的自衛権行使を可能とする積極的な安



全保障政策の土台を築いた。本研究は、輸
出拡大を優先した経済外交と並んで、自衛
隊の海外活動範囲を拡大し、多くの国との
武器輸出・共同開発の協力関係の形成を促
進させてきた過程を明らかにした。 
 
（２）日本は、武器輸出の制限が徐々に緩
和され、2014 年の「防衛武装移転三原則」
によってオーストラリア、イギリス、アメ
リカ、フランス等との武器の共同開発や輸
出をめぐる協力関係を強化した。この展開
に関しては 2009 年の民主党政権がもはや
重要な分岐点となり、2012 年の安倍政権が
武器輸出の規制緩和を大幅に拡大した。そ
して、2013 年に内閣府のもとに設置された
国家安全保障会議と国家安全保障戦略によ
って、武器輸出政策を新たな安全保障戦略
の一部として位置づけた。ドイツでは、2011
年にメルケル政権が紛争地域への武器輸出
を可能とする武器輸出政策の転換を行い、
その結果、例えばサウジアラビアへの最新
鋭の戦車「レオパルト２」の売却が可能と
なった。しかし、武器輸出は今後も継続し
て「外国為替及び外国貿易法」の下で行わ
れ、テロ団体を含む軍事勢力の定義やサイ
バー戦争に転用できる情報技術の制限につ
いては今もなお十分ではない（森本 2011、
Pryor 2016）。一方、日本も国際的市場での
軍事開発を促進するため、政府による大学
の軍事研究の助成が拡大され、大学や研究
機関における軍事研究の是非をめぐって対
立が生じている（池内 2017）。それによっ
て、戦後日本の「反軍国主義の文化」の希
薄化の傾向を観察することができる。 
 
（３）日本の武器輸出政策の管轄メカニズ
ムに関して、本研究は、国家安全保障会議
と経済産業省、そして防衛装備庁の役割に
着目した。ここではまず、武器輸出に関す
る政策決定の報告義務と政府の説明責任に
関する制度形成を以前の状況との比較にお
いて明らかな進展として取り上げた。しか
しながら一方で、日本における問題点とし
て企業側が武器輸出による不評を懸念し、
早々に武器輸出展開を狙う安倍政権の不十
分な支援や国家戦略の欠如についても訴え
ており、今尚武器輸出に対して「反軍国主
義の文化」に基づく日本社会の消極姿勢を
確認することができた。このような安政権
による不十分な支援や国家戦略の欠如につ
いて、本研究は、近年のオーストラリアへ
のそうりゅう型潜水艦の輸出をめぐる一連
の動きを事例として確認した。日本防衛産
業の国際的展開をめざす政府と企業との足
並みの乱れに関して、安倍政権による中国
を牽制する日米同盟強化と新協力関係形成
という安全保障戦略の目的の最優先化を取
り上げた（Hughes 2017 も参照）。それと同
様に、本研究はドイツ武器輸出政策に着目
し、NATO 加盟と国内企業による圧力等の要

因を提起し、安全保障戦略としての武器輸
出の展開を確認することができた。 
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